国民健康保険運営協議会議事録

日　　時　　　令和８年２月５日（木）

　　　　　　　午後３時００分～午後３時５６分

場　　所　　　市議会委員会室

出席委員　　　森　裕美、大西幸子、奥野やす子、雪岡　義

　　　　　　　松葉　玲、小林裕典、冨田　薫、村島一敏

　　　　　　　森下知世、山木英樹、青沼陽一郎、久保　真、楠木宏彦

　　　　　　　澤田　隆

欠席委員　　　永井千佳子、寺田　晃、長谷川一予、坂口裕司

市出席者　　　（健康福祉部部長）大桑、（健康福祉部次長）堀川
　　　　　　　（医療保険課長）前村
　　　　　　　（健康課長）村井
　　　　　　　（成人健診係長）中村
　　　　　　　（医療保険課副参事・国民健康保険料係長）木下

　　　　　　　（後期高齢者医療係長）山本

　　　　　　　（国民健康保険給付係長）鈴木

協議及び報告事項

　　　　　　　○協議事項
　　　　　　　（１）会長及び副会長の選任について

　　　　　　　（２）令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算（案）について

　　　　　　　（３）令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）について

　　　　　　　（４）国民健康保険料の賦課限度額及び軽減する所得判定基準の引き上げ
　　　　　　　　　　（案）について

　　　　　　　○報告事項
　　　　　　　（１）令和８年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定につい

　て

　　　　　　　（２）令和８年度保険者努力支援制度の結果

（開会　午後３時００分）

○前村医療保険課長　　
　定刻になりましたので、会議を始めさせていただきます。

委員の皆様方には、何かとお忙しい中、会議にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

　協議会に入ります前に、昨年12月の市議会議員の役員改選に伴い、公益を代表する委員の異動がございましたので、御紹介をさせていただきます。西山委員、吉井委員、野口委員、大西委員、川口委員が退任をされまして、楠木委員、久保委員、森下委員、山木委員、青沼委員が就任をされました。
　委嘱状につきましては、机上に配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。

　なお、本日は、永井委員、寺田委員、長谷川委員、坂口委員から所用のため御欠席との御連絡をいただいております。また、松葉委員から少し遅れて御出席をいただけると御連絡をいただいておりますので、御報告申し上げます。

　それでは、議事に入ります前に、部長の大桑より御挨拶を申し上げます。

○大桑健康福祉部長　　皆さん、改めまして、こんにちは。健康福祉部長の大桑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

　委員の皆様方におかれましては、何かとお忙しい中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。また、平素は、皆様それぞれのお立場で国保の運営をはじめ、福祉や市政全般にわたり御理解と御協力を賜っておりますことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。

　現在、国民健康保険制度は、団塊の世代の後期高齢者への移行の影響は終わったものの、依然、被保険者数の減少、医療の高度化による１人当たり医療費の増加といった課題に直面をしております。

　このような状況を踏まえまして、国では制度の見直しや改正が進められており、私たちもその動向を注視しながら、制度の運営に努めているところでございます。
　令和８年度からは子ども・子育て支援金制度が開始されますけども、その運営のため、来年度の保険料から子ども・子育て支援金の賦課徴収が始まります。
　また、今後の高額療養費制度の見直し、保険料水準の県内統一、また被用者保険の適用拡大なども保険料に影響を与えるものと考えておりますが、国の検討状況について注視し、情報収集を行って、しっかりと確認しながら進めてまいりたいと考えております。

　本日は、令和７年度の最終補正予算及び令和８年度の当初予算などについて御審議を賜ることといたしております。
　国保制度を維持していくためには、厳しい状況が続いていくことが予想されておりますが、今後も被保険者の皆さんの負担軽減と健康の保持に取り組むことなど、安定した運営につなげていけるよう、委員の皆様の御指導を賜りながら努めてまいりますので、御支援、御協力のほどよろしくお願いいたします。
　簡単ではございますが、本日の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○前村医療保険課長　　続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。着座にて失礼いたします。

　事前に郵送し、御持参いただいたものと席にお配りしたものでございます。
　事前に郵送にてお送りしました資料２について訂正がございましたので、机の上に配付をさせていただきました。お手数をおかけいたしますが、差し替えのほうをよろしくお願いいたします。誠に申し訳ございませんでした。
　では改めまして、資料の確認をお願いいたします。
　まず、事項書と委員名簿、続きまして、運営協議会の関係法等の一覧でございます。

　次に、資料１、令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算総括表、資料２、令和８年度国民健康保険特別会計当初予算総括表、資料３、令和８年度国民健康保険料試算　比較、資料４、国民健康保険料の賦課限度額及び軽減する所得判定基準の引き上げ（案）について、資料５、令和８年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定について、資料６、令和８年度保険者努力支援制度の結果です。

　また、参考資料としまして、Ａ４両面カラー刷りの「子ども・子育て支援金制度が開始します」という、こども家庭庁が作成したリーフレットのほうも付けさせていただいております。
　以上が本日の資料となります。資料は全てそろっておりますでしょうか。
　はい、ありがとうございます。

　それでは、先ほど御報告いたしましたように、市議会議員の役員改選に伴い、公益を代表する委員の異動がございました。吉井委員が会長、大西委員が副会長となっていただいておりましたことから、新たに会長、副会長を選任していただくことになりますが、選任されるまでの間、私のほうで会議を進めさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

　ただいまから、伊勢市国民健康保険運営協議会を開催いたします。

　本日の委員の出席状況を報告いたします。委員定数18名のうち、本日は13名の方が出席されておりますので、本協議会は成立をいたしております。

　会議録署名者を指名いたします。会議録署名者に、雪岡委員と小林委員の御両名を指名いたします。よろしくお願いいたします。

　それでは、事項書に従いまして、議事を進めさせていただきます。

　協議事項１、会長及び副会長の選任についてを御協議願います。
　会長につきましては、国民健康保険法施行令第４条、副会長につきましては、伊勢市国民健康保険条例施行規則第３条の規定により、公益を代表する５人の委員の中から選出していただくことになります。会長・副会長の選出につきまして、いかが取り計らわせていただきましょうか。

　楠木委員。
○楠木委員　　事務局のほうから推薦いただきたいと思います。

○前村医療保険課長　　ありがとうございます。ただいま公益代表の楠木委員から、事務局からの推薦をとのお言葉を頂戴いたしました。事務局といたしましては、会長に久保委員を、副会長に楠木委員をお願いさせていただきたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」との声あり）
○前村医療保険課長　　ありがとうございます。
　全員異議なく御同意と認めます。よって、久保委員が会長に、楠木委員が副会長に当選をされました。久保委員、楠木委員、お願いいたします。

　恐れ入りますが、お二人は会長席と副会長席へお移りいただき、一言御挨拶をお願いいたします。

○久保会長　　ありがとうございます。ただいま、会長に御推挙いただきました久保でございます。委員の皆様の御協力を得て、国保事業の健全運営に努力してまいりたいと考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

○楠木副会長　　ただいま、副会長に御推挙いただきました楠木でございます。会長を補佐し、その任務を遂行していくために努力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○前村医療保険課長　　ありがとうございました。
　それでは、以降の進行は規定に従い、会長に議長をお願いさせていただきます。会長、よろしくお願いいたします。

○久保会長　　はい、分かりました。
　では、引き続き御協議いただきます事項につきましては、既にお手元に配付いただいておりますとおり、令和７年度最終補正予算ほか２件でございます。よろしく御協議の上、御決定いただきますことをお願い申し上げます。
　それでは、事項書に従いまして議事を進めさせていただきます。
　協議事項２、令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算（案）及び令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）は相関連いたしますので、以上２件を一括して御協議願います。事務局より説明願います。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○久保会長　　課長。

○前村医療保険課長　　それでは、令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算（案）について御説明を申し上げます。

　お手元の資料１、最終補正予算総括表を御覧ください。

　表の一番上の項目に、補正額（Ａ）、補正前予算額（Ｂ）、補正後予算額（Ａ＋Ｂ）とございますが、金額を全て千円単位で記載をしております。

　今回の最終補正予算につきましては、歳入歳出ともに5,061万4,000円を減額し、補正後の予算総額を124億3,173万2,000円とするものでございます。

　それでは、歳出から御説明申し上げます。
　まず、表の左側、縦書きの１段目の総務費につきましては、一般管理費における人件費、郵送料の減額、情報システム管理費における帳票印刷委託料の増額により、計で156万9,000円を増額しております。

　次に、縦書き２段目の保険給付費でございますが、高額療養費の一般被保険者を給付見込額の精査により4,000万円減、その他の給付の葬祭費については給付見込み件数の減少から100万円減、以上により保険給付費の計は4,100万円の減額となっております。

　次に、国保事業費納付金は、介護納付金分を県の算定結果に基づき628万9,000円を減額しております。

　次に、保健事業費は、被保険者数減少による健診委託料などの減により579万4,000円を減額しております。

　最後に、諸支出金は、財政調整基金の運用による利子として90万円を増額しております。

　歳出については以上でございます。

　続きまして、裏面の歳入を御覧ください。主なものについて御説明申し上げます。

　上段の国民健康保険料でございますが、備考欄に記載しております最終調定見込額と予定収納率によりそれぞれ調整を行い、保険料を5,659万4,000円増額し、補正後の予算額は21億9,142万3,000円となっております。

　次に、国庫支出金でございます。国保制度関係業務事業費補助金は、マイナ保険証の周知リーフレット作成に伴う補助金として４万9,000円を増額しております。

　次に、県支出金でございますが、普通交付金は保険給付費の減額に伴い4,100万円の減額、特別交付金は特定健診等の負担金分の610万7,000円を減額し、県支出金は計で4,710万7,000円を減額しております。

　次に、財産収入でございますが、こちらも歳出同様、財政調整基金の運用による利子として90万円を増額しております。

　次に、繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金の保険料軽減分、保険者支援分の増により388万2,000円を増額、特定健康診査等事業繰入金を187万3,000円減額、未就学児均等割保険料繰入金は軽減分の減少に合わせ105万7,000円の減額、産前産後保険料繰入金は88万4,000円、財政調整基金繰入金は保険料収入の増などにより6,143万8,000円減額し、繰入金額合計で6,137万円の減額となっております。

　また、諸収入の預金利子については、国保特別会計の資金運用による利子として32万円を増額しております。

　以上で、令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算（案）の説明を終わらせていただきます。
　続きまして、令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）について御説明を申し上げます。

　資料２、当初予算総括表を御覧ください。先ほどの補正予算と同様、項目ごとに千円単位で記載をしております。

　令和８年度の当初予算総額につきましては、歳入歳出ともに前年度との比較で２億9,506万1,000円の減額の121億2,262万1,000円を計上しております。割合にして約2.3％の減となっております。

　それでは、歳出から主なものについて御説明を申し上げます。

　まず、縦書きの一番上の総務費は、一般管理費や情報システム管理費、徴収費などで、主なものといたしまして、一般管理費で196万6,000円の減、情報システム管理費では92万2,000円の減など、総務費計で323万の減額となっております。

　次に、保険給付費でございますが、計で前年度より１億2,383万8,000円の減額となる86億9,476万4,000円を計上しております。これは歳出総額の71.7％となっております。

　保険給付費の主なものとしましては、一番上の療養給付費が小計で前年度より8,400万円減額、高額療養費では小計で前年度より3,615万円の減額となっております。
　また、その他給付費の葬祭費は、60万円の減となっております。

　国民健康保険では、被保険者数は減少しておりますが、医療の高度化等により１人当たりの医療費は増加している現状は継続しております。

　次に、国保事業費納付金でございます。医療分、後期分、介護納付金分、また８年度から新設される子ども・子育て納付金分に分かれておりますが、計で前年度より１億6,115万3,000円減の30億5,356万8,000円を計上しております。

　この納付金は、平成30年度から国保広域化により、県が各市町の医療費等を給付するために必要とされる費用として交付する、保険給付費交付金の原資として県が徴収するもので、保険給付費の実績や国の示す係数を基に算出されたものでございます。

　次に、その下の保健事業費では、被保険者の糖尿病をはじめとする生活習慣病の早期発見と重症化予防のために実施しております、特定健康診査や特定保健指導、がん検診、歯周病検診、また医療費適正化を図るために送付をしております医療費通知などの費用として、事業費の計で１億6,873万5,000円を計上しております。
　特定健康診査事業費は、前年度より792万4,000円の減額となっておりますが、対象者数の減少によるものでございます。

　また、下段の公債費の財政調整基金組換運用等に係る一時借入金利子は、利率の上昇により６万7,000円の増額、諸支出金は、保険料過年度還付金に係る償還金及び還付加算金と基金運用に係る基金積立金で、211万2,000円の増額となっております。

　一番下の予備費は、昨年度と同額の1,000万円を計上しております。

　続きまして、資料裏面の歳入を御覧ください。

　まず、縦書きの一番上の国民健康保険料でございますが、保険料の算出に当たりまして、現年賦課分は試算を経て設定した賦課総額を基に軽減額を勘案し、また滞納繰越分は令和７年度からの繰越額を含めた調定見込みを推計し、それぞれ実績から設定した目標収納率を乗じて得た額を計上しております。

　保険料の計は、20億9,937万4,000円と市町村合併前の滞納繰越分の保険税の2,000円を合わせました20億9,937万6,000円を計上し、歳入総額の約17.3％となっております。

　次に、県支出金のうち、保険給付費交付金でございます。普通交付金は、歳出の方で御説明申し上げました、国保事業費納付金を基に県から交付される交付金、保険給付に充てるための費用で86億9,476万4,000円、また特別交付金は、国の保険者努力支援制度と県の保険者取組支援制度等による１億7,064万9,000円で、健康増進事業補助金の310万円を合わせて88億6,851万3,000円を計上しております。

　次に、繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金や財政調整基金繰入金などで、法令や制度で定められているもののほか、今回の予算編成に際し、保険料の負担感の緩和を図るための財政調整基金繰入金を２億円計上し、計で11億3,118万円を計上しております。

　最後に諸収入でございますが、延滞金及び一般被保険者第三者納付金などの見込みとして2,010万2,000円としております。

　以上が歳入の主な内容で、合計で121億2,262万1,000円でございます。

　令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）については以上でございますが、保険料の試算の詳細につきまして、保険料係長から説明を申し上げます。
○木下保険料係長　　医療保険課保険料係長です。
○久保会長　　係長。

○木下保険料係長　　失礼します。それでは、令和８年度国民健康保険料　試算について御説明を申し上げます。
　お手元の資料３を御覧いただきたいと思います。

　今回の試算につきまして、これは例年のことではございますが、直近の所得、今で申しますと令和７年分所得ということでは現時点では把握ができておりませんので、加入者の皆様の前々年、すなわち令和６年中の所得と県の推計値を基に試算しております。あくまでも現時点での参考値ということでの御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
　また、試算におきましては、先ほど医療保険課長からも御説明いたしましたが、基金のほうから２億円を繰り入れまして、保険料必要額を引き下げた上で行っております。あわせて御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　それでは、資料３の一番上の表から御覧ください。
　まず、今回の試算において用いた見込みの被保険者数及び世帯数でございますが、医療分及び後期高齢者支援金分におきましては、被保険者数が２万917人、これは前年のこの資料の比率で申しますと96.8％となります。それから、世帯数が１万3,642世帯、こちらも前年比で96.3％でございます。
　表の一番右側にございます介護分におきましては、被保険者数が6,760人、こちら前年比で98.3％、世帯数が5,959世帯、これも前年比で97.8％でございます。

　次に、世帯数の下の調定額見込みでございますが、医療分が13億2,222万8,648円、後期高齢者支援金分が６億1,005万7,750円、介護分が２億510万4,579円となっております。

　以上の数字を用いて試算いたしました結果、中段の下側のほうの表になりますが、上から申しますと、この四つ目、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合計した令和８年度の１人当たり保険料は、昨年度予算算定時と比較いたしまして、年間で2,210円増の12万2,720円、１世帯当たりといたしましては3,743円増の17万6,061円となりました。

　これに加えまして、令和８年度から子ども・子育て支援金が医療保険料と合わせて徴収されることとなりました。こちら、別紙のほうに参考資料といたしまして、こども家庭庁が作成したカラー両面刷りのチラシ、「子ども・子育て支援金制度が開始します」を添付させていただいておりますので、こちらもぜひ御参考いただければと存じます。
　これは、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、児童手当の拡充など六つの事業に充てられるものとされております。
　資料３の中段のやや下にございますように、こども家庭庁によりますと、市町村国保の場合は平均月額といたしまして、令和８年度においては１人当たり250円と試算されております。このため資料３の一番下の表は、先ほどの令和８年度予算時の見込額に１人当たり3,000円、すなわち250円×12か月を、これを被保険者数で乗じて推計世帯数で割り戻した形でございますが、１世帯当たり4,600円をそれぞれ加えたものとなっております。
　１人当たり保険料は、昨年度予算算定時と比較いたしまして、年間で5,210円増の12万5,720円、１世帯当たりといたしましては8,343円増の18万661円となりました。

　最後に、冒頭でも御説明させていただきましたが、今回の試算は加入者の方々の令和６年中の所得等に基づき試算をいたしております。令和８年度の本算定時におきましては、最新の令和７年中の所得状況等により料率を算定いたしますので、今回御提示の金額が変動いたしますことを重ねて御了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

○久保会長　　ありがとうございました。
　ただいまの説明につきまして、御発言等ございましたらお願いします。

　澤田委員。

○澤田委員　　澤田です。ちょっと幾つかあるんですけども、まず補正予算のほうなんですけど、これ全体的な話で言うと、目的がよく分からないんですけど、訂正分がその２％とか３％程度なんで、補正する必要があるのかなというふうにちょっと疑問を感じたので、質問させていただきます。
　それと、細かい点で言うと、情報システム管理費が、資料１ですね、情報システム管理費、500万程度増額になってますけど、帳票印刷委託料の増ということだと。予算を立てるときに業者から委託契約されてると思うんですけど、それが期の途中で500万円増えたという理解なんですかね。契約がどうなってるのか分からないので質問させてもらいます。

　それと、資料２の７年度予算額のところなんですが、これが補正前、補正後がよく分からない。あるものは補正前だったり、あるものはちょっと数字が分からなかったり、これどういうふうに理解したらいいのかなというふうに思ってます。
　以上です。

○久保会長　　どなたですか。
○前村医療保険課長　　医療保険課長。
○久保会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　まず、最初に御質問いただきました資料１、情報システム管理費の帳票印刷委託料の増につきましてですが、委員おっしゃっていただきましたように、契約に基づいて日頃業務をしておるわけなんですが、今回、令和８年の１月に国保のシステムのほうが改修になりまして、標準システムというもののほうに改修することになりました。そこで、帳票の用紙の様式等が変わりまして、今までの分では対応ができないという部分がありましたので、新たにそれに対応するために帳票のほうの委託契約を巻き直したというような形でございまして、そちらで増額が出ておるものでございます。
　以上でございます。失礼いたしました。資料２のほうがちょっと。

○澤田委員　　細かく言うと、この修正する必要があるのかなというふうな疑問があるんですけどね。このマイナス、プラスずっとありますけど、予算額から見たら２％とか３％程度ですよね。それが必要なのかどうかがちょっと疑問に思った。通常、我々だと、誤差の範囲の中でそのままスルーできる話ではないかなというふうに思うんですけど。

○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○久保会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　今回、補正につきましては、私どもといたしましては必要な分は、既に事業はある程度執行の見込みが立っておるもので、余剰があるものにつきましては、このタイミングで、執行見込額が出るということで減額をさせていただくというようなことを、例年そのようにさせていただいております。
　また、逆に、事業単位で増額するものにつきましては、事業の中でのやりくりということで、増額の補正という形を取らせていただいておるような次第でございまして、全体で誤差の範囲というふうにおっしゃっていただいておりますので、そういうことかもしれませんが、私ども国保特会としましては、必要なもの、それから今後使わない不要なものについても、この段階で精査をさせていただいたという形でございます。御理解賜りますようお願いいたします。

○久保会長　　澤田委員。
○澤田委員　　それで、その次の資料２の予算額、７年度の予算額、Ｂのところですね。Ｂ欄が、この補正後と補正前の数字が入ってたり、ちょっと全然違う数字が入ってたりするんですけど、これはどういう理解をしてたらよろしいんですかね。歳入歳出両方とも、何か項目ごとに何かちょっと違うところがあるということなんです。

○前村医療保険課長　　医療保険課長。
○久保会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　資料２につきましては、令和８年度の当初予算という表になっておるんですが、今回、この補正案につきましても、まだ、こちらのほうで御承認もいただいておりませんし、議会のほうの承認も得てないということで、そちらについては令和８年度の、７年度予算額のところには反映をなしていない形の資料の作り込みというふうになっております。こちらの７年度の予算額については、令和７年度の当初予算の数字を入れさせていただいております。
　以上でございます。
○澤田委員　　ごめんなさいね、こだわって。

○久保会長　　澤田委員。
○澤田委員　　すいません。そしたら、一番上の資料２の予算額（Ｂ）の１億4,724万5,000円、これが補正予算か予算か分かりませんけど、その数字が令和７年度出てこないんですけど、これは、その１億4,724万5,000円、これが何の数字なのか分からない。その下の2,796万2,000円もどこにある数字か分からないということですね。

○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○久保会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　大変分かりづらくて申し訳ございません。資料２の令和７年度の予算額（Ｂ）のところでございますが、こちらは昨年度の一番最初の予算の数字になっておりまして、本日の資料の中にはその数字と合う、並べて見ていただくものは実はありませんでして、昨年度のこのタイミングの会議のときに令和７年度の予算として御協議いただいた数字でございます。
○澤田委員　　ということは、これ、ある意味当初予算みたいな言い方をしないと誤解招くかなというふうに思いますけど、要は、分かります、修正修正で、これ２回目、３回目の修正ということなんですよね。一番最初の数字がこれだったという、当初予算ということですよね。

○久保会長　　はい、課長。
○前村医療保険課長　　はい、おっしゃっていただくとおりでございます。

○久保会長　　澤田委員。

○澤田委員　　もう一点だけ、これ最後にしますけど、令和８年度の資料を見るとね、予算で大きく数字が変わってるところがあるんですけど、償還金及び還付加算金、それから繰越金、歳入の、これが令和７年度の予算と、予算補正、ちょっとごめんなさい、当初予算か補正後か分かりませんけど、6,383万1,000円計上されてるのが611万1,000円、それから、歳入のほうで言うと繰越金が5,872万2,000円が1,000円、令和８年のときの、これは大きく数字が変わってるんですけど、どういう理解したらいいかなというふうに思いますけど、これで終わりにします。

○鈴木給付係長　　給付係長です。
○久保会長　　はい、係長。

○鈴木給付係長　　まず、おっしゃっていただいた繰越金の部分なんですけれども、1,000円で最初計上させていただいていまして、令和７年度も令和８年度も一番最初は金額が確定してないので、この項目はあるということで1,000円、めだしという形で予算計上はさせていただいております。決算後に金額が確定しますので、令和６年度から７年度に決算で、この繰越金の金額が確定した時点で12月で補正をさせていただいておりまして、金額が増額になっております。
　もう一点、償還金につきましても、令和６年度事業が確定した後で、交付金等の返還金が確定しますので、その後でいつも12月に補正させていただいて、増額させていただいております。

○澤田委員　　はい、分かりました。すいません。途中経過を全く存じ上げなかったんで、こんな質問になってしまったんで、失礼しました。

○久保会長　　澤田委員、よろしいですか。
○澤田委員　　はい、よろしいです。
○久保会長　　他に発言はございませんか。

　副会長。

○楠木副会長　　質問ではなくて御意見、御異議申し上げますけれども、来年度のこの保険料がですね、値上がりをしていると、額はそれほど多くはないんだけれども値上がりをしているということなんですけれども、やはり国保の基本構造上ですね、低所得者が多いというようなことで、実際の所得の１割以上に保険料がなっている方がいて、それで、やっぱり払える保険料をという声が広がっている中でですね、やはりこの引き上げるというのは承服し兼ねるわけです。基金から２億円を繰り入れていただいてですね、努力はしていただいておりますけれどもね、やはりそこの点については異議を申し上げたいと思います。
　もう一つ、今年からです、令和８年度からですね、子ども・子育て支援金ということで、その保険分が計上されているんですけれども、これもやはり子ども・子育ての財源をですね、やはりこういう、ある意味取りやすいところから取るといいますかね、そういった安易なやり方というのはどうなのかなと思います。そういった点で、この８年度の予算案については反対ということで申し上げたいと思います。

○久保会長　　はい、お願いします。
○久保会長　　はい、部長。

○大桑健康福祉部長　　一つ、やはり医療費の増大ということもございます。それに比べて人数とか世帯とか減っとるという状況にありまして、なかなか保険料、横ばいにするということ自体も、基金の投入があったとしてもなかなか難しい状況あるのかなと思います。
　また、子ども・子育ての関係でございますけれども、これは国の制度の中で取り組まれておるような状況の中でですね、伊勢市のみですね、ここを取らないというわけにいきませんので、ちょっとこの辺のところは御理解をいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○久保会長　　よろしいですか。
○楠木副会長　　いいですか。
○久保会長　　はい、副会長。
○楠木副会長　　よく了解しております。実際ね、国の制度の問題がありますのでね、この伊勢市を責めるわけではないんですけれども、やはりそれをそのとおりにそのままやってしまうというのはどうかなということで、意見させていただいたということでございます。

○久保会長　　他に発言はございませんか。

（「なし」との声あり）
○久保会長　　ないようでありますので、お諮りいたします。

　２件一括のうち、まず、令和７年度国民健康保険特別会計最終補正予算（案）につきまして、原案どおり承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

（賛成者　挙手）
○久保会長　　ありがとうございます。挙手全員でありますので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。

　次に、令和８年度国民健康保険特別会計当初予算（案）につきまして、原案どおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。
（賛成者　挙手）
○久保会長　　挙手多数でありますので、本件は原案どおり承認することと決定いたしました。
　次に、事項書４、国民健康保険料の賦課限度額及び軽減する所得判定基準の引き上げ（案）についてを御協議願います。
　事務局より説明願います。

○木下保険料係長　　保険料係長です。
○久保会長　　係長。

○木下保険料係長　　失礼します。それでは、国民健康保険料賦課限度額及び軽減する所得判定基準の引き上げ（案）につきまして御説明申し上げます。

　資料４を御覧くださいませ。

　国民健康保険料の賦課限度額の引上げと保険料軽減のための所得判定基準額の引上げにつきましては、例年のことではございますが、国の国民健康保険法施行令が改正されることにより、当市においても改正を行うものでございます。
　今回は、先ほど資料３の御説明の中でも子ども・子育て支援金について御説明いたしましたが、こちらに関する賦課限度額もこの中に含まれてくるものとなっております。

　改正に当たりましては、市の国民健康保険条例の一部を改正する必要がございますので、３月市議会定例会において議案提出をさせていただくこととなっております。

　まず、２の国民健康保険料の賦課限度額の引き上げについてでございますが、国民健康保険料の賦課限度額を基礎賦課額、いわゆる医療分でございますが、これを１万円引き上げて67万円に、子ども・子育て支援金納付金賦課額を３万円としまして、全体の賦課限度額を109万円から113万円にするものでございます。

　後期高齢者支援金分と介護納付金については据置きでございます。
　賦課限度額を高く設定いたしますことにより、中間所得者層の負担を減少させるという効果があるものでございます。このことから国の基準に合わせまして、法定限度額どおりの改正とさせていただく予定でございます。

　この２番の下段にございます【参考】でございますが、大変誠に申し訳ございません。資料の記載が誤っておりましたので、訂正をお願いいたします。「１人世帯：給与収入」とありますところの収入額の上下が逆でございまして、正しくは約1,134万円以上が1,144万円以上に変わるということになっております。上と下が逆でございます。大変申し訳ございません。おわびして訂正いたします。

　これは、すなわち賦課限度額を上げることによって、そこに到達する所得が高くなるという改正となっております。

　続きまして、裏面を御覧いただきたいと思います。

　３の国民健康保険料の軽減する所得判定基準の引き上げでございますが、この保険料軽減のための所得判定基準の引上げは、軽減対象だった世帯が物価の上昇などによる所得水準の全体的な上昇の影響によって軽減対象から外れてしまうということのないように、５割軽減及び２割軽減について、その所得判定基準を改正するものでございます。

　被保険者数に乗じる金額、こちらを５割軽減につきましては、これまでの30万5,000円から31万円に、２割軽減につきましては同じく56万円から57万円に、それぞれ引上げを行うものとなっております。

　参考に、軽減対象となるおおよその目安の収入を例示させていただきました。
　１人世帯の場合で給与収入のみの方の場合、５割軽減は128万5,000円以下から139万円以下に、２割軽減の場合は154万円以下から165万円以下になるような見込みでございます。
　３人世帯で世帯主の給与収入のみというような場合ですと、５割軽減は203万5,000円以下から205万9,000円以下に、２割軽減は312万8,000円以下から317万1,000円以下となる見込みでございます。

　以上で、国民健康保険料の賦課限度額及び軽減する所得判定基準の引き上げ（案）について御説明を終わらせていただきます。

○久保会長　　ありがとうございます。

　ただいまの説明につきまして、御発言等ございましたらお願いいたします。
（「なし」との声あり）
○久保会長　　御発言もないようでありますので、お諮りいたします。
　本件につきまして、原案どおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。

（賛成者　挙手）
○久保会長　　ありがとうございます。挙手全員でありますので、本件は原案どおり承認いたします。
　以上で、協議事項に関する協議は全て終了いたしました。
　では、次に報告事項に移ります。事項書１、令和８年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定についてを事務局より説明願います。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○久保会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　報告事項１、令和８年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定について御説明をさせていただきます。

　平成30年４月に実施されました国保の広域化につきましては、三重県国民健康保険運営方針に基づき、県と全市町で構成する三重県市町国保広域化等連携会議において、保険料水準の統一、保険料収納率の向上や医療費適正化に向けた県全体での取組などについて、進捗状況を確認しながら進めていくこととされております。

　２月２日に、この会議が開催されましたことから、その概要について御報告をさせていただきます。

　本日お配りしたのは、県からの配付資料でございます。

　資料５を御覧ください。
　令和８年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定についてでございます。

　１の納付金の算定方法は、図で示してある納付金と保険料（税）の関係図の上段、県予算で決定のところでございますが、納付金算定は、県が保険給付費等の必要総額を推計し、国からの交付金などの収入分を控除して、市町から納付される納付金の金額を算定することとなっております。

　三重県においては、１人当たりの医療費の伸び率が鈍化するとともに、被用者保険の適用拡大等により被保険者数が減少することが影響するとし、保険給付費は2.97％の減少を見込んでおり、２の算定結果では、県の財政安定化基金を活用することで、納付金の総額は約416億9,000万円、対前年度比で6.25％減となっております。令和７年度に比べて、全ての市町において納付金の負担は減少しております。

　各市町は、県から示された納付金をベースに国・県の交付金や基金の繰入れ、保健事業の費用等を勘案し、保険料を算定し、予算案を作成しております。

　次のページ、Ａ４横の一覧表をお願いいたします。
　本市の納付金については、納付金比較表の上から４段目でございますが、令和７年度と比較して増減率は、一番右端にございますように4.84％の減となっております。

　資料の裏面は、保険者努力支援制度や保険者取組支援制度への取組による財政支援見込みの内訳でございますので、後ほど御高覧ください。
　また、資料５の最終ページ、Ａ４縦の一覧表には標準保険料率が示されております。

　これは、国民健康保険法で提示が規定されており、県内統一のルールにより算定し、市町村間で比較を行うためのものでございます。

　なお、上段の枠内に記載をされておりますように、実際の保険料率は、各市町が状況を勘案して、それぞれ基金の繰入額や前年度繰越金等を見込んで算定いたしますので、こちらの表と実際の数値は異なっております。

　また、２行目から記載のありますように、三重県は保険料水準の統一に向けた取組において、第２期の三重県国民健康保険運営方針で、令和11年度を目標に県内統一を進めていくことを示しております。

　説明は以上でございます。

○久保会長　　ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、御発言はございませんか。

（「なし」との声あり）
○久保会長　　ないようですので、本件につきましてはこの程度といたします。
　次に、報告事項２、令和８年度保険者努力支援制度の結果を事務局より説明願います。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○久保会長　　課長。

○前村医療保険課長　　では、報告事項２、令和８年度保険者努力支援制度の結果について御説明をさせていただきます。
　資料６を御覧ください。

　保健事業への取組や国保料の徴収率等の状況に応じて、獲得するポイントに応じて補助金が交付される、国の保険者努力支援制度の現時点での令和８年度評価結果の速報値でございます。

　１ページ目を御覧ください。

　本市の順位は、県全体で６位、市での順位は３位となっております。
　２ページ目は、比較参考としての令和７年度の結果でございます。

　３ページ目以降は、個々の分析結果でございます。

　３ページ目の特定健診受診率は、全体で４位、市で３位となっております。

　４ページ目の規模別の比較では、Ａグループ、被保険者数が5,000人から10万人の保険者の中でも３位となっております。

　次の５ページ目の特定保健指導実施率は、全体で７位となっておりますが、市の順位では１位で、６ページ目の規模別でも保険者の中で１位となっており、伊勢市のグラフの右側、中央値と書かれた全体平均値を上回っております。

　次のページ、７ページ目でございますが、後発医薬品の使用割合でございますが、順位は19位でございますが、実績は86.38％で、昨年度より5.35％増加し、国の目標値である85％を達成しており、プラスの評価を得ております。

　８ページ目は、国保料の収納率の状況です。
　本市の収納率は96.12％で、規模別Ａグループで１位となっております。
　以上、令和８年度保険者努力支援制度の結果について報告をさせていただきました。

○久保会長　　はい、ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、御発言はございませんか。

（「なし」との声あり）
○久保会長　　御発言もないようでございますので、本日の運営協議会は、これをもちまして閉会させていただきたいと思います。

　ただ、会長より申し上げます。予算総括表につきまして、数字は正しいと思いますけども、見比べて差異のある場合は説明をしっかりとお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　長時間にわたりまして、貴重な御審議をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。本日はどうもありがとうございました。
（閉会　午後３時56分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月５日

　　　　　　　国民健康保険運営協議会会長

　　　　　　　国民健康保険運営協議会委員
　　　　　　　国民健康保険運営協議会委員
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